
決 議 1 7 7 9（ 2 0 0 7 ）  
2 0 0 7 年 ９ 月 2 8 日 、 安 全 保 障 理 事 会 第 5 7 5 0 回 会 合 で 採 択  
 

安 全 保 障 理 事 会 は 、  
ス ー ダ ン に 関 す る 従 前 の 諸 決 議 、と り わ け 2 0 0 7 年 ７ 月 3 1 日 の 決 議 1 7 6 9

（ 2 0 0 7）、2 0 0 6 年 ９ 月 2 9 日 の 決 議 1 7 1 3（ 2 0 0 6）、2 0 0 6 年 ４ 月 2 5 日 の 1 6 7 2
（ 2 0 0 6）、 2 0 0 6 年 ３ 月 2 9 日 の 1 6 6 5（ 2 0 0 6）、 2 0 0 5 年 1 2 月 2 1 日 の 1 5 9 1
（ 2 0 0 5）、 2 0 0 4 年 ７ 月 3 0 日 の 1 5 5 6（ 2 0 0 4 ） お よ び ス ー ダ ン に 関 す る 議 長

の 諸 声 明 を 想 起 し 、  
ス ー ダ ン 全 土 に お け る 平 和 へ の 目 標 に 対 す る 強 い 公 約 、2 0 0 5 年 １ 月 ９ 日

の 包 括 的 和 平 合 意 の 完 全 な 履 行 、 ダ ル フ ー ル 紛 争 の 解 決 へ の 当 事 者 間 に よ

り 合 意 さ れ た 枠 組 み （ ダ ル フ ー ル 和 平 合 意 ） の 完 全 な 履 行 、 ダ ル フ ー ル に

お け る 暴 力 と 残 虐 行 為 の 終 了 を 再 度 強 調 し 、  
ダ ル フ ー ル 和 平 合 意 に お い て 規 定 さ れ た 、 永 続 的 な 政 治 的 解 決 お よ び 持

続 的 な 安 全 へ の 基 盤 に 対 す る 確 信 を 繰 り 返 し 表 明 し 、 同 合 意 が 署 名 者 に よ

っ て 完 全 に 履 行 さ れ て い な い こ と 、 ま た ダ ル フ ー ル に お け る 紛 争 の 全 て の

当 事 者 に よ っ て 署 名 さ れ て い な い こ と を 憂 慮 し 、  
継 続 す る 暴 力 、 免 責 行 為 、 そ し て 結 果 と し て 起 こ る 人 道 状 況 の 悪 化 に 強

い 憂 慮 と と も に 留 意 し 、 民 間 人 と 人 道 援 助 職 員 の 安 全 お よ び 必 要 と し て い

る 人 々 へ の 人 道 的 ア ク セ ス に 深 い 憂 慮 を 繰 り 返 し 表 明 し 、 ダ ル フ ー ル の 全

て の 当 事 者 に 対 し 、 た だ ち に 攻 撃 的 行 動 を 停 止 し 、 さ ら な る 激 し い 攻 撃 を

差 し 控 え る よ う 求 め 、  
空 爆 お よ び そ の よ う な 攻 撃 に お い て 用 い ら れ る 航 空 機 が 国 際 連 合 標 識 の

使 用 を し て は な ら な い こ と を 要 求 し 、 A U / 国 連 の 仲 介 の 下 で 2 0 0 7 年 1 0 月

2 7 日 の リ ビ ア に お け る 交 渉 に 参 加 す る こ と を ま だ 合 意 し て い な い 当 事 者

に 即 時 に 合 意 す る よ う 強 く 促 し 、 紛 争 当 事 者 に 、 こ れ ら の 交 渉 の た め に 肯

定 的 な 環 境 を 創 り だ す た め に 自 制 を 行 な い か つ 軍 事 行 動 を 停 止 す る こ と を

要 求 し 、  
ア フ リ カ 連 合 、 事 務 総 長 、 そ れ ら の 特 使 、 お よ び ダ ル フ ー ル に お け る 平

和 と 安 定 を 促 進 す る 地 域 の 指 導 者 の 努 力 を 賞 賛 し 、 完 全 な 支 持 を 繰 り 返 し

表 明 し 、ダ ル フ ー ル に お け る ダ ル フ ー ル 国 連 A U 合 同 ミ ッ シ ョ ン ( U N A M I D )
の 緊 急 展 開 を 期 待 し 、 A U / 国 連 の 仲 介 の 下 で の 政 治 的 プ ロ セ ス へ の 強 い 支

持 を 表 明 し 、  
決 議 1 5 9 1（ 2 0 0 5）第 ３ 項 ( b )に よ り 事 務 総 長 に 任 命 さ れ 、決 議 1 6 5 1（ 2 0 0 5）、

1 6 6 5 （ 2 0 0 6 ）、 1 7 1 3 （ 2 0 0 6 ） に よ り 延 長 さ れ た 専 門 家 パ ネ ル に よ る 2 0 0 7
年 ４ 月 1 3 日 の 中 間 報 告 、 お よ び 決 議 1 5 9 1（ 2 0 0 5） に よ り 設 立 さ れ た 委 員

会 に 対 し て 表 明 さ れ 現 在 考 慮 さ れ て い る パ ネ ル の 最 終 報 告 に 留 意 し 、 パ ネ

ル の 勧 告 を 研 究 し 適 切 な 次 の 段 階 を 考 慮 す る 意 図 を 表 明 し 、  
特 権 免 除 に 関 す る 国 連 憲 章 の 規 定 、 お よ び 国 際 連 合 の 活 動 な ら び に そ の

よ う な 活 動 に 従 事 す る 人 に 適 用 す る 国 際 連 合 の 特 権 及 び 免 除 に 関 す る 条 約

を 尊 重 す る 必 要 性 を 強 調 し 、  
ス ー ダ ン の 主 権 、 統 一 、 独 立 お よ び 領 土 保 全 へ の 公 約 を 再 確 認 し 、 近 隣

友 好 原 則 、 不 干 渉 原 則 お よ び 地 域 の 国 家 間 関 係 に お け る 協 力 の 重 要 性 を 想

起 し 、  
ス ー ダ ン 情 勢 は 、 地 域 に お け る 国 際 の 平 和 お よ び 安 全 に 対 す る 脅 威 を 構

成 し 続 け て い る こ と を 決 定 し 、  
国 際 連 合 憲 章 第 ７ 章 に も と づ い て 行 動 し て 、  

１  決 議 1 5 9 1（ 2 0 0 5）に よ っ て 初 め て 指 名 さ れ 、決 議 1 6 5 1（ 2 0 0 5）、 1 6 6 5
（ 2 0 0 5）、 お よ び 1 7 1 3（ 2 0 0 6） に よ っ て こ れ ま で 延 長 さ れ て い た 、 現 在

の 専 門 家 パ ネ ル の 職 務 権 限 を 2 0 0 8 年 1 0 月 1 5 日 ま で 延 長 す る こ と を 決

定 し 、 事 務 総 長 に 対 し 、 必 要 な 行 政 上 の 措 置 を 講 じ る よ う 要 請 す る 。  
２  専 門 家 パ ネ ル に 対 し 、そ の 活 動 の 中 間 報 告 書 を 2 0 0 8 年 ３ 月 2 9 日 よ り



も 前 に 、本 決 議 の 採 択 後 9 0 日 よ り も 前 に 、決 議 1 5 9 1（ 2 0 0 5 ）第 ３ 項 ( a )
に し た が っ て 設 立 さ れ た 委 員 会 に 対 し 暫 定 報 告 書 を 、 そ の 職 務 権 限 の 終

了 前 3 0 日 よ り も 前 に 、安 保 理 に 対 し 所 見 と 勧 告 と と も に 最 終 報 告 書 を 、

提 出 す る こ と を 要 請 す る 。  
３  専 門 家 パ ネ ル に 対 し 、ア フ リ カ 連 合 ス ー ダ ン ・ ミ ッ シ ョ ン ( A M I S ) の 活

動 、 そ れ を 引 き 継 ぐ ダ ル フ ー ル 国 連 Ａ Ｕ 合 同 ミ ッ シ ョ ン ( U N A M I D ) の 活

動 、 お よ び ダ ル フ ー ル の 政 治 的 プ ロ セ ス を 促 進 す る 国 際 社 会 の 努 力 と 、

適 切 に そ の 活 動 を 調 整 す る こ と を 要 請 し 、 ま た 、 こ れ と の 関 連 で 、 パ ネ

ル に 対 し 、 決 議 1 5 5 6（ 2 0 0 4） 第 ７ 項 と 第 ８ 項 お よ び 決 議 1 5 9 1（ 2 0 0 5 ）

第 ７ 項 に よ り 課 せ ら れ た 措 置 の 全 て の 当 事 者 に よ る 違 反 を 減 少 さ せ る 進

捗 状 況 、 お よ び 政 治 的 プ ロ セ ス の 妨 害 を 減 少 さ せ る 進 捗 状 況 に つ い て 、

そ の 暫 定 お よ び 最 終 報 告 書 で 評 価 す る こ と を 、 さ ら に 要 請 す る 。  
４  全 て の 国 家 、 関 連 国 際 連 合 機 関 、 ア フ リ カ 連 合 お よ び 他 の 関 心 の あ る

当 事 者 に 対 し 、 と り わ け 、 決 議 1 5 9 1（ 2 0 0 5 ） お よ び 決 議 1 5 5 6（ 2 0 0 4 ）

に よ り 課 さ れ た 措 置 の 履 行 に つ い て 、 任 意 で な ん ら か の 情 報 を 提 供 す る

こ と に よ り 、 委 員 会 お よ び 専 門 家 パ ネ ル に 完 全 に 協 力 す る こ と を 促 す 。  
５  こ の 問 題 に 引 き 続 き 積 極 的 に 取 り 組 む こ と を 決 定 す る 。  
 


